
○概要 

本町では「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、平成２４年１月に

第１期余市町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を策定し、平成２８年度で 

第１期の実行計画期間が終了しました。 

そのため、引き続き第２期として平成２９年３月に実行計画を新たに策定し、

計画期間の平成２９年度から令和３年度までの５年間で町の対象施設における

温室効果ガス（二酸化炭素）の排出量を、平成２７年度の基準値から５％削減す

る目標値を定めています。 

 

○結果 

  温室効果ガス（二酸化炭素）の総排出量は基準年（平成２７年度）と比較し、

令和３年度で６４５，３６６ｋｇ、およそ１４．１９％の削減となりました。 

 

第２期余市町地球温暖化対策実行計画温室効果ガス削減結果 

 

※平成２９年度以降は第２期余市町地球温暖化実行計画（平成２９年３月策定）の

計画期間となり、平成２７年度に町の事務・事業において排出された温室効果ガ

ス（二酸化炭素）排出量を基準値とし、平成２９年度から令和３年度までの５年

間で、基準値から約５％削減の目標達成に向けた取り組みを行います。 


